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● 

通
塾
す
る
子
ど
も
の
安
全
確
保

を
行
っ
て
い
ま
す
！

● 

お
客
様
相
談
窓
口
を
設
置
し
て

そ
の
充
実
を
図
っ
て
い
ま
す
！

● 

消
費
者
へ
十
分
で
適
切
な
個
人

情
報
保
護
を
行
っ
て
い
ま
す
！

● 

こ
う
し
た
こ
と
が
、
継
続
的
に

守
ら
れ
、
改
善
さ
れ
て
い
ま
す
！

　

学
習
塾
認
証
取
得
を
希
望
さ
れ
る
皆

様
に
具
体
的
に
し
て
い
た
だ
く
こ
と
は
、

認
証
基
準
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
を
証

明
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

認
証
の
付
与
対
象
は
、
国
内
の
学
習

塾
事
業
者
（
消
費
者
へ
役
務
を
提
供
す

る
契
約
主
体
）
で
す
。
ま
た
、
認
証
付

与
の
単
位
は
法
人
（
個
人
経
営
の
場
合

は
個
人
事
業
主
）
単
位
と
な
り
ま
す
。

学
習
塾
事
業
者
は
認
証
を
受
け

た
い
事
業
所
（
本
社
や
教
室
等
）

を
特
定
し
て
認
証
申
請
を
行
い
、

審
査
の
結
果
、
認
証
基
準
を
満
た
し
て

い
る
と
判
断
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
事
業

所
に
対
し
て
認
証
を
付
与
し
ま
す
。

2012

業界トレンド

及
び
そ
の
保
護
者
が
安
心
し
て
サ
ー
ビ
ス

を
受
け
ら
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
『
学

習
塾
業
認
証
基
準
』
を
昨
年
10
月
に
策
定

し
ま
し
た
。

「
学
習
塾
認
証
」
は
、
そ
れ
ら
の
法
律
へ

の
適
合
性
を
含
む
学
習
塾
業
認
証
基
準
に

基
づ
い
て
第
三
者
が
客
観
的
に
評
価
す
る

制
度
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
事
業
者
に
と
っ

て
は
法
律
へ
の
適
合
性
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
、
公
正
で
適
切
な
管
理
運
営
シ
ス
テ
ム

を
確
立
し
運
用
し
て
い
る
こ
と
を
直
接
顧

客
層
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
有
効
な
ツ
ー
ル
と

し
て
活
用
で
き
ま
す
。

　

ア
ピ
ー
ル
で
き
る
ポ
イ
ン
ト
は
次
の
六

点
で
す
。

● 

消
費
者
へ
十
分
で
適
切
な
情
報

提
供
を
し
て
い
ま
す
！

● 

消
費
者
と
適
正
で
明
解
な
契
約

（
解
約
）
を
行
っ
て
い
ま
す
！

学
習
塾
認
証
の
ご
活
用
を

リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
は

「
学
習
塾
認
証
」の
取
得
か
ら

　

例
え
ば
、
事
業
者
が
「
学
習
塾
認
証
」

取
得
に
取
り
組
む
こ
と
で
、
自
ず
と
法
令

を
遵
守
し
顧
客
ト
ラ
ブ
ル
の
発
生
・
拡
大

リ
ス
ク
を
回
避
す
る
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス

テ
ム
構
築
が
可
能
に
な
り
ま
す
。

　

学
習
塾
業
で
は
特
定
商
取
引
法
に
加

え
、
取
り
扱
う
情
報
に
個
人
の
機
密
事
項

が
多
く
含
ま
れ
る
と
い
う
特
性
が
あ
り
、

個
人
情
報
保
護
法
等
の
法
令
の
遵
守
が
必

要
と
さ
れ
る
一
方
、
サ
ー
ビ
ス
内
容
等
の

消
費
者
へ
の
適
切
な
情
報
提
供
、
顧
客
相

談
窓
口
の
充
実
な
ど
、
消
費
者
か
ら
の
苦

情
・
相
談
を
低
減
す
る
取
り
組
み
も
必
要

不
可
欠
で
す
。

　

そ
こ
で
、
社
団
法
人
全
国
学
習
塾
協
会

で
は
、
消
費
者
か
ら
の
苦
情
・
相
談
内
容

や
業
界
の
実
態
を
踏
ま
え
、
子
ど
も
た
ち

　学習塾に限らず、広く顧客にサービスを提供
する業を営む事業者にとって、顧客を含む消費
者とのトラブルやクレーム事案は非常に悩まし
い問題です。また、場合によっては一つのトラ
ブルが自社の信用を失墜させてしまうことも否
定できません。こうしたリスクに対して事業者は
どう具体的な対策をとったらよいのでしょうか。

　

一
回
の
認
定
に
よ
る
学
習
塾
認
証
付

与
の
有
効
期
間
は
、
二
年
間
で
す
。
た

だ
し
、
更
新
の
手
続
き
に
よ
っ
て
二
年

間
の
延
長
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

以
降
は
、
二
年
ご
と
の
更
新
を
行
う
こ

と
が
で
き
ま
す
。

◆

　

今
年
度
は
前
期
申
請
期
間
が
終
了
し
、

後
期
申
請
期
間
は
９
月
１
日
か
ら
10
月

31
日
ま
で
（
認
証
決
定
は
２
０
１
３
年

２
月
上
旬
予
定
）
で
す
。

　

認
証
マ
ー
ク
は
、
事
業
所
、
契
約
約
款
、

封
筒
、
宣
伝
・
広
告
用
資
料
、
説
明
書
、

便
箋
、
名
刺
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
、
学
習
塾
認
証

制
度
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
学
習
塾
認
証
制

度
Ｆ
Ａ
Ｑ
、
学
習
塾
業
認
証
基
準
、
認

証
審
査
申
請
書
、
申
請
誓
約
書
、
申
請

に
必
要
な
申
請
書
類
（
新
規
の
方
）
等

が
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

消費者が安心してサービスを利用してい　ただくための信頼のマーク
学習塾認証制度新規申請審査のフロー

学習塾認証マーク


